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告 示
栃木県告示第503号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第54条の２第４項において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和７（2025）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ７
（2025）年
８月15日

メジロ合同会社 足利市今福町43-
１　パークコート
今福E棟

メジロ訪問看護ス
テーション

足利市今福町43-
１　パークコート
今福E棟

訪問看護

令 和 ７
（2025）年
８月31日

島屋株式会社 芳賀郡市貝町市塙
1667

島屋株式会社本店
営業部

芳賀郡市貝町市塙
1667

福祉用具貸
与
特定福祉用
具販売

令 和 ７
（2025）年
９月30日

株式会社天の川 群馬県伊勢崎市中
央町14-１

訪問介護ステー
ション天の川きら
ら

足利市江川町３-
５-４

訪問介護

令 和 ７
（2025）年
９月30日

足利市農業協同組
合

足利市弥生町20 ＪＡ足利デイサー
ビスセンターらい
でん

足利市下渋垂町
751

通所介護

令 和 ７
（2025）年
９月30日

社会福祉法人下野
市社会福祉協議会

下野市小金井789 下野市社協デイ
サービスセンター
のぞみ

下野市小金井789 通所介護

２　介護予防事業者
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廃 止
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ７
（2025）年
８月15日

メジロ合同会社 足利市今福町43-
１　パークコート
今福E棟

メジロ訪問看護ス
テーション

足利市今福町43-
１　パークコート
今福E棟

介護予防訪
問看護

令 和 ７
（2025）年
８月31日

島屋株式会社 芳賀郡市貝町市塙
1667

島屋株式会社本店
営業部

芳賀郡市貝町市塙
1667

介護予防福
祉用具貸与
介護予防特
定福祉用具
販売

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第504号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

壬 生 町 土 地 改 良 区 令和７（2025）年11月10日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○都市計画決定図書の写しの縦覧
　宇都宮市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により令和７（2025）年11月14日に決
定した、宇都宮都市計画地区計画（グッドフルタウン氷室地区計画）の関係図書の写しを同法第20条第２項の
規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和７（2025）年11月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────


